
（環境確保条例第118条の２)

＜留意事項＞

※1土壌等の汚染状況における基準適合とは、環境確保条例に基づく汚染状況調査の結果、調査契機時の基準値において適合している旨を指します。

※2基準適合と記載のある場合であっても、条例に基づかない自主的な調査や一般的な不動産取引のための土壌調査の結果等は含まれないことから、該当の土地について土壌汚染がないことを保証するものではありません。

※3所在地は調査対象区域として設定した範囲を示します。

※4汚染のおそれ無とは、汚染状況調査において、特定有害物質の使用・排出等による土壌汚染のおそれが確認されなかった旨を指します。

※5試料採取等対象物質に第一種特定有害物質の記載がある場合は、その分解生成物も試料採取等対象物質として調査を実施しています。

※6HP上の注意事項・免責事項を必ずご一読ください。

調製・訂正

年月日
整理番号 調製契機 報告年月日

工場又は指定作業場の名称

（土地の改変に係る事業の名称）
試料採取等対象物質

土壌等の

汚染状況
汚染状況調査の方法等に関する特記事項

杉並区高井戸東三丁目35番17号 （住居）

杉並区高井戸東三丁目1864番６ （地番）

東京都杉並区本天沼二丁目47-12 （住居）

東京都杉並区本天沼二丁目217番 （地番）

杉並区和田一丁目10番13号 （住居）

杉並区和田一丁目36番52 （地番）

杉並区浜田山三丁目７番15号 （住居）

杉並区浜田山三丁目974番４、974番

10、974番17の一部、974番18の一部、

974番26、974番27

（地番）

杉並区下高井戸一丁目６番８号 （住居）

杉並区下高井戸一丁目14番８ （地番）
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ベンゼン、鉛及びその化合物、

ほう素及びその化合物
基準適合

1008.45 ㎡ ほう素及びその化合物 基準適合

266.95 ㎡115-37105 第116条第1項第1号 令和7年7月16日令和7年7月23日

令和7年7月9日 日産東京販売株式会社　浜田山店115-36303 第116条第1項第1号 令和7年7月2日

下高井戸サービスステーション

土壌汚染情報公開台帳（基準適合台帳）

所在地
調査対象地

面積

655.00 ㎡

ベンゼン、鉛及びその化合物 基準適合264.46 ㎡

ベンゼン、鉛及びその化合物、

ほう素及びその化合物
基準適合115-19202 令和7年5月8日令和7年6月20日 本天沼サービスステーション

テーエス商会株式会社

ヴィットリオ事業部
115-38318 第116条第1項第1号 令和7年4月10日令和7年5月15日

第116条第1項第1号

令和7年7月24日 115-25115 第116条第1項第1号 令和7年6月19日 株式会社ミサキ三伸 82.36 ㎡

ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタ

ン、1,1,2-トリクロロエタン、クロロエ

チレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジ

クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン

基準適合


